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 宮前公民館コーナー  

 ♪１０月の予定♪   お申し込みのうえどうぞご参加ください☆ 

スクエアステップ １０／９・２３（金） 13：00～ 

ひまわりの会 １０／２６（月） 10：00～ 

※情勢により変更の可能性がありますのでご了承ください。 

♦ レシートキャンペーン報告 ♦ 

🍀飯高駅グリーンレシートキャンペーン 

９/１（火）投函レシート金額 ２６５,０００円 でした。１％ ２,６５０円が還元されます。 

🍀ミセススマート幸せの黄色いレシート 

７/１１（木）投函レシート金額 ７２ ,０００円 でした。１％ ７２０円が還元されます。 

ご協力ありがとうございました。引き続いてのご協力をよろしくお願いします。 

☆ 飯高駅からのお知らせ ☆ 

【レストランいいたか】 

・JAF「中部ぐるっとグルメ」開催中！    開催期間…9/29（火）まで 

  中部7県（愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・石川県・福井県・富山県）のおすすめグルメが味わえる

お店をぐるっとお得に巡ってみませんか？ 

  JAFスマホアプリを使えば、アプリ限定クーポンで「松阪牛丼（1,360円）」がなんと１００円引
でご利用できます！！  

・新メニュー続々発売!! 

秋限定メニュー（1,360円） 

提供期間…9/11（金）～ 12/10（木） 

新デザート        

提供期間…9/18（金） ～ 11/19（木） 

【いいたかの店】 

・『松阪みんなの商品券』が使えます!!     取扱期間…’21/3/1まで 

松阪市発行の「みんなの商品券」がいいたかの店で使えます。 

お得な商品券を使って、新鮮野菜や特産品などをご購入下さい。 

※いいたかの店以外の施設ではご利用できませんのでご注意下さい。 

【案内事務所】 

・「観光用レンタサイクル」貸出中（無料） 

飯高駅では、周辺観光用に５台のレンタサイクルを無料で貸出しています。地元の観光スポットを自転

車でのんびり巡ってみませんか？（自転車は大人用のみ。レンタル予約は不可。事情によってレンタルを

休止する場合がありますので、あらかじめご了承下さい） 

 

✽ 飯高幹部交番からのお知らせ ✽ 

４月１日から飯高幹部交番にて、運転免許証の返納手続きが出来るようになりましたが、 

詳細につきましては 松阪警察署（53-0110）までお問合せ下さい。 

飯高幹部交番での運転免許証更新受付日は、第１、第３火曜日の午前中のみです。 

１０月の免許更新受付日は、１０／６・２０（火）の午前中のみです。 

❏ 第１回合同会議を開催しました ❏ 

９月１日（火）マスクや消毒、検温などコロナ対策を取り、

役員、自治会長、班長参加の今年度初めてとなる合同会議を

飯高地域振興局大会議室にて開催しました。今回は地区防災

計画策定会議がメインであり、防災委員、女性防災委員他、

防災関係者も参加し、専門委員である防災・減災飯高の進行

により松阪市防災対策課小泉主幹による講和や土砂災害ハ

ザードマップ、神殿地区の事例紹介などを行いました。 

❏ 松阪市住民自治協議会設立について ❏ 

松阪市住民自治協議会設立準備委員会（住民協議会、自治会連合会、公民館連絡協議会の各 3 名の

代表者で構成）は、「住民自治協議会」の設立に向け「松阪市住民自治のあり方検討会」を引き継ぐ

形で「住民自治組織のあり方に関する中間報告」の具体化について協議を進め、「住民自治協議会連

合会」「住民自治協議会」に関する事項について7 回の協議を踏まえ、地域での協議を進めていく為

の資料ができました。今後9 月から10 月頃に自治会長等参加の協議会を開催予定ということです。 

 

 行政書士コラム     ～ 「遺産分割協議書」ってなに？ ～  

 相続の手続きを進めるには、遺言書がない場合、亡くなった方の生まれてから亡くなったときまでの戸籍

謄本等を取って、相続人を確定する必要があります。また、遺産として何があるのかも調査しなければなり

ません。このように、誰が相続人であるか、遺産として何があるかを確定したうえで、相続人全員で遺産を

どのように分けるかの話し合いをすることになります。あとで問題が起こらないよう、協議の結果は「遺産

分割協議書」という書類に残します。この書類は不動産の名義変更にも必要となります。 

 

次回無料相談会  日時：10 月14 日（水）13 時30 分～16 時  場所：宮前まちづくり会館内 

行政書士 栁瀬勝久 （連絡先 ０９０－６５７７－１３７２） 

♟ 活動報告 ♟ 

9/1 第1 回合同会議 

9/7 松阪市住民協自連合同会議 

  

♘ 主な活動予定 ♘ 

9/16 飯高管内４住民協会議（川俣） 

10/14 相続等無料相談会 

  


